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事業名 国有林直轄治山事業 事業実施期間 平成４年から平成１８年度
（復旧治山） （１５年間）

事業実施地区名 丹沢 事業実施主体 関東森林管理局
たんざわ

（都道府県名） （神奈川県） 東京神奈川森林管理署

完了後経過年数 ６年 管 理 主 体 関東森林管理局
東京神奈川森林管理署

事業の概要・目的 当地区は、神奈川県西部に位置し、地質は石英閃緑岩・花崗岩が深層風化
を受け脆弱であることから昭和47年の集中豪雨では死者・不明者9人、家屋全
半壊107戸の被害が発生し、丹沢山塊の中でも最も被害が大きかった地域であ
り、古くから計画的に治山事業を実施し一定の成果が得られてきた。
しかしながら、平成４年の集中豪雨により、源流部を中心に荒廃が進行

し、大量の不安定土砂が渓流に堆積し、降雨の度に下流へ土砂が流出し被害
を及ぼしていたことから、山腹崩壊地の拡大防止及び渓床に堆積した不安定
土砂の流出を防止し、家屋、県道７２９号山北山中湖線等の保全を目的に事
業に着手し、平成１８年度に事業は概成した。

・主な事業内容
渓間工 24基
山腹工 3.08ha
航空実播工 34.75ha
・総事業費1,572,293千円（平成15年度の評価時点2,851,878千円）

① 費用対効果分析 本事業の費用対効果分析における主な効果は山地保全便益であり、荒廃
の算定基礎となっ 林地において、渓間工、山腹工の施工により不安定土砂の流出を防止し山
た要因の変化 地を保全する効果である。

なお、当事業採択当時には事業評価制度が導入されておらず費用対効果
分析を行っていないが、平成15年度に実施した期中の評価時点から算定基
礎となった要因に大きな変化はない。
平成25年度時点における費用対効果分析の結果は以下のとおりである。
総 便 益(Ｂ)16,309,637千円(平成15年度の評価時点25,743,762千円)
総 費 用(Ｃ) 2,781,929千円(平成15年度の評価時点 3,199,194千円)
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.86 (平成15年度の評価時点 8.05)

② 事業効果の発現 渓間工を施工したことにより不安定土砂の安定化が図られ、山腹工施工に
状況 より崩壊地拡大を防止し、斜面が安定したことにより植生が回復しことか

ら、水源涵養機能の向上及び下流域の保全が図られている。

③ 事業により整備 当事業により整備した治山施設については、東京神奈川森林管理署におい
された施設の管理 て定期的に点検を行い、適切に管理している。
状況

④ 事業実施による 山腹崩壊地の復旧及び渓流に堆積する不安定土砂の安定化が図られ、植生
環境の変化 の回復が進み、自然環境との調和が図られ、水源涵養機能が発揮されてい

る。

⑤ 社会経済情勢の 当事業により水源涵養機能・土砂流出防止機能が十分発揮され、水資源の
変化 確保と地元住民の安心・安全が確保されている。

平成15年度の期中の評価時点から、周辺の社会情勢については特段変化は
ない。
保全対象：家屋33戸 発電施設1箇所 県道300m

⑥ 今後の課題等 国土保全効果を長期にわたって発揮させるため、山腹崩壊地の発生状況や
土砂流出状況、植生の回復状況等を観察していく必要がある。

地元の意見：
・当地区は、県民の貴重な水がめである丹沢湖の上流部にあたり、山腹崩壊地
の拡大や渓床に堆積している不安定土砂の流出が懸念されていた。当該事業に
おいて山腹工や渓間工を実施したことにより、流域の保全が図られたと考えて
いる。近年、局地的な集中豪雨が多く発生するようになり、当地区でも新たな
被災箇所が見られるため、今後とも治山事業等による適切な保全対策の実施を
要望する。（神奈川県）



・本事業により、源流部の崩壊に起因する三保ダムなど下流部への土砂流出は
軽減されたため、地元地域の防災機能が向上した。また、事業実施箇所は水源
地であることから、町民のみならず、水資源を利用する多くの人々にも有益な
事業であったと考える。今後も地域の安全な暮らしや水源地を保全するために
保安林機能の維持増進を図るべく、適切な整備の継続を要望する。（山北町）

森林管理局事業評価 本地区は、事業の実施により崩壊地拡大の防止及び不安定土砂の安定化等が
技術検討会の意見 図られ、下流の保全対象の保全が図られているとともに、流域の森林の水源涵

養等の機能も発揮されており、事業実施の効果は十分認められる。
今後はこれら森林の機能の維持等を継続して図っていくため、引き続き森林

整備や治山施設の維持管理を適切に行って行くことが望まれる。

評価結果 ・必要性：山腹崩壊地を放置すれば、崩壊地の拡大等が懸念されると
ともに渓床に堆積した不安定土砂が流出し、下流の家屋、
道路等に被害を及ぼす危険性があったこと、地元からも国
土保全機能の発揮が期待されていたことから、下流域の保
全のため当事業の必要性は認められる。

・効率性：対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的かつ
効率的な工種・工法で検討されており、事業実施に当たっ
てもコスト縮減に努めていたことから、効率性は認められ
る。

・有効性：事業の実施により、崩壊地の拡大防止及び渓床に堆積する
不安定土砂の流出抑制等が図られ、荒廃地に植生が回復し
森林への移行が促進されており水源涵養機能が向上してい
る。また、土砂流出防止が図られ下流域の家屋等が保全さ
れるとともに、住民の安全・安心が高まったことから、事
業の有効性は認められる。



様式１

事 業 名　： 都道府県名： 神奈川
施行箇所 ： （単位：千円）

中　区　分 評価額

洪水防止便益 2,951,977

流域貯水便益 136,587

水質浄化便益 351,141

土砂流出防止便益 12,716,875

土砂崩壊防止便益 153,057

総　便　益    （Ｂ） 16,309,637

2,781,929 千円

16,309,637

2,781,929
＝ 5.86

山地保全便益

総　費　用    （Ｃ）

費用便益比 Ｂ÷Ｃ＝

便　益　集　計　表
（治山事業）

国有林直轄治山事業
丹沢

大　区　分 備　　　　考

水源涵養
かん

便益



事業評価箇所概要図

完了後の評価箇所

地区名 丹沢

事業名 国有林直轄治山事業

所在地 神奈川県足柄上郡山北町
玄倉国有林
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